
（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター・Ⅷ　出資法人及び県所管課による評価（１次評価）

取組み項目 取組の目標達成の評価

組織体制の見直し 十分達成している

経営基盤の充実・強化 ある程度達成している。

役職員数及び給与制度の見直し 十分達成している

財政的関与の見直し 十分達成している

人的関与の見直し 十分達成している

経営情報の開示 十分達成している

１　出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組
（1）組織体制の見直し
【評価： 十分達成している 】

（２）経営基盤の充実・強化
【評価： ある程度達成している。 】

（３）役職員数及び給与制度の見直し
【評価： 十分達成している 】

２　県の関与の適正化に向けた取組
（1）財政的関与の見直し
【評価： 十分達成している 】

（２）人的関与の見直し
【評価： 十分達成している 】

３　経営情報等の積極的な開示に向けた取組
【評価： 十分達成している 】

４　総合的評価

●取組の評価分布図 ●個別取組項目の評価総括表

・１７年度に本部と整理事務所を移転統合した。
・道後公園の管理委託業務の終了に伴い、１７年度末で湯築城資料館の全職員５名（総務課）を削減した。
・１８年度より調査課の係を３係から２係に削減した。

【18年度2次評価に対する対応】
・１９年度は、事業量に対じて調査課派遣職員１２名（１８年度）から１０名へと２名減員し、組織体制のスリム化に努めている。

・発掘成果の展示会、現地説明会の実施、機関誌の発行、財団のホームページの充実により、積極的な公開に努めた。

【18年度2次評価に対する対応】
・１９年度から新たに県生涯学習センターと共同で企画展示会等を開催するなど、発掘成果の積極的な公開が図られている。
・１９年８月以降に当財団ホームページで収支決算書等が公開（年１回）されるなど、当財団の財務状況についても積極的な公開に努めている。

・受託事業量の減少傾向が見込まれる情勢にあって、必要最小限の役職員数によるスリムな組織体制を確保し、また、受託事業範囲を拡大して経営基盤の充
実強化を図るなど、効率的かつ積極的な運営に努めている。
・今後はより適正な積算基準を策定・導入し、委託事業者や県教育委員会と連絡調整し適正な事業計画に基づき、より迅速かつ円滑な運営を図ることとして
いる。

・各事業者等との緊密な連絡調整体制により調査事業の平準化に努めた。
・事業者毎に県教委を交えた連絡調整会を（年２回）開催し、各年度毎の実施事業量の平準化に努めた。
・適正な積算基準の導入に向け調査研究を行っている

【18年度2次評価に対する対応】
・受託事業量の減少を見込み、市町事業まで受託範囲を拡大すべく財団としての受託基準を定めるなど、安定した事業収入の確保に努めている。
・発掘調査を効率的に推進するためのアウトソーシングについては、その十分な指導監督体制が必要不可欠であるため慎重に検討すべきである。

・理事７名、監事２名、評議員５名の必要最小限の人員で運営した。
・１８年度から県が取り組む「給与構造改革」及び「臨時的給与削減」に準拠した。また、今後も同様とする予定である。

【18年度2次評価に対する対応】
・受託事業量に応じた最小限度の役職員数で適切に運営されている。

・当財団の運営は、事業者からの委託料で行っており、そのための補助金は受けていない。
・コスト縮減等、健全な運営に努めた。

【18年度2次評価に対する対応】
・実費弁償方式により県財政からの支出軽減に努めているところであるが、今後、積算基準を見直すことにより、一層の支出軽減が図れるものと期待してい
る。

・財団の自主性・自立性を高めるため、事業量の縮小に対応して、県職員比率の逓減を図った。

・１９年度に「県職員」の非常勤理事を２名から１名に減らし、県による人的関与の適正化に努めている。

組織体制の見直し

経営基盤の充実・強化

役職員数及び給与制度の見
直し

財政的関与の見直し

人的関与の見直し

経営情報の開示


